














































市民クラブ 行政視察報告書 

１.日時：平成 28 年 8 月 1 日（月） 9:00～11:00 
２.場所：大館市   

人口 75,064 人 
面積 913.22k ㎡ 
産業 農業・鉱工業 
視察先：大館市立扇田病院 

３．内容：「夕焼け診療」および「送迎バス」について 
 3-1．目的：地域に根ざした公立病院の運営方法の調査。 
 3-2．背景：中津川市と同様に市内に２つの公立病院が 

存在しているが、大館市立総合病院と扇田 
病院との棲み分けの状況と、扇田病院で取り 
入れている「夕焼け診療」など 

 3-3．内容 
  ①扇田病院の沿革：1907 年（明治 40 年）、北秋田郡扇田町の中心部の公立扇田病院として開業。 
  ②合併以前は産婦人科が中心で、年間 600 人の出産を受け入れていた（助産師 11 人）。 
  ③H18 年以降、秋田大学からの研修医派遣が廃止。産婦人科中心から地域医療専門へと移行。 
  ④大館市総合病院（420 床）が急性期、亜急性期を担当（産婦人科も）、回復期および慢性期を主

に担当することとなった。 
  ⑤2012 年 4 月 1 日から、内科・外科などの診療科を総合診療科に統合した。 

総合診療科 （循環器 消化器 糖尿病 外科系疾患など）整形外科、眼科、耳鼻咽喉科 
  ⑥医師は院長を含め６人で当直（5～6 回/月）も担当している。 
  ⑦人間ドックなどの検診も受け入れており、検診担当の医師１名が在籍。 
４．大館総合病院との連携など 
  ①統合の検討もなされたが、パブコメで存続の意見が多かったため閉鎖はしなかった。 

②ケアミックス型の病院運営をすることで大館総合病院と棲み分け、存続が可能となっている。   
③看護師の人事交流はある。    

５．夕焼け診療 
①秋田県横手市の大森病院の「夕暮れ診療」からヒントを得て導入された。 
②夕焼け診療は総合診療科だけで、休診日以外の月・水・金曜日の 17:00 - 18:30 の間が受け付

け時間である。なお、診療終了時間は設定していない。 
  ③通常は 10～20 人/日程度。インフルエンザ予防接種などの時期は 40 人程度の来院もある。 
  ④働きながら子育てや介護などを行っている人には評判も良い。 
６．送迎バス 

①公共交通機関が少なく、病院の利用者に高齢者が多いため導入された。 
②病院の利用者のみが利用可能。 
③方面ごとに運行する曜日が決められており、帰りの便は 12:00 及び 13:30(診療時間が伸びた場

合)。 
④10 地区の路線で各地区週２回のみ運行。13 時頃に病院発の帰り便がある。扇田地区の巡回バ

スは平日毎日 4 便。 
７．セミオープンベッド 
  ①平成 19 年 4 月 1 日から、セミオープンベッドを導入。 
  ②地域の診療所の医師と当院の主治医とが、共に協力し治療にあたることで、地域医療ニーズに

対応していくことを目的としている。 
  ③申し込みは診療所からの FAX で受け付けが可能。 
  ④年間５０人程度の利用がある。 
８．所見 
  ・H15 年から院長を務めている大本医師が視察冒頭に対応をして下さったが、地元出身ということも

あり、熱意を持って病院運営にあたっていると感じた。 
  ・総合診療科、夕焼け診療、セミオープンベッドなど、どの施策もそれぞれ地域にとって最小限か

つ優先度が高い項目を厳選して行なっており、それが病院の存続に繋がっていると考えられ
る。 

以上 



1.日 時：平成 28 年 8 月 1 日（月）15：00～17：00 

2.場 所：秋田県仙北市 

      人口・・２７,８３８人     面積・・１,０９３ｋ㎡ 

      基幹産業・・農林業/商業/工業/観光 

3.内 容：地方創生特区について 

 3-1.目的 

平成 25 年法律第 107 号により国家戦略特別 

    区域法が施行されたのを活用して、規制改革 

    により地方創生を実現することを目的に市長が 

    決断した。 

   3-2.背景 

仙北市は 85％が森林であり、小京都と言われる「角館」、湖水が神秘的な「田沢湖」、秘湯 

「乳頭温泉郷」、大地の息吹を感じる「玉川温泉」、自然を満喫できる「西木エリア」等、自然と観

光に恵まれている。これらを活用した地域拠点の形成を促進する観点から、「志の高い、やる気

のある地方の自治体」が地方創生を実現できる「国家戦略特区」提案書を平成 26 年８月に提出

し、種々の経過を経て、平成 27 年８月 28 日付で特区指定をされた。 

  3-3.概要（内閣総理大臣から認定された事業） 

      ①国有林野活用促進事業             ②農業法人経営多角化等促進事業（２事業） 

      ③国家戦略特区高齢者退職者就業事業  ④特定実験試験局制度に関する特例事業 

      ➄特定非営利活動法人設立促進事業 

  3-4.経緯 

 ・平成 26 年８月：内閣府に国家戦略特区提案書を提出（地方公共団体 48 団体） 

      ・平成 27 年２月：近未来技術実証特区（無人自動飛行ドローンに関する事業）提案。 

       ・同年８月：国家戦略特区の正式決定。 

      ・同年 12 月：ドローンを用いたロボットプログラミング教室。 

      ・平成 28 年４月：ドローンと秘匿通信による図書配送の実証実験（近未来実証特区）。 

      ・同年５月：災害時における無人航空機（ドローン）による情報収集等に関する協定書締結 

  3-5.活用事例 

        ・有限会社グランビア（国有林野の管理経営に関する法律の特例） 

      ・株式会社メデイカルファーム仙北（農業生産法人に係る農地法等の特例） 

      ・株式会社田沢湖自然ファーム（同上） 

・公益社団法人秋田県シルバー人材センター連合会（高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律の特例） 

      ・ドローンに関する取り組み（特定実験試験局制度に関する特例） 

  3-6.担当課の所見 

      ・ドローンに関する取り組みでは、自動飛行のデモンストレーションを実施して、雨天でも正 

確な飛行実証でき、図書輸送、撮影会、飛行エリアの設定等、着実にドローン産業振興に

よる「近未来産業育成拠点の形成が実現している。 

・厳しい検証と更なる事業の開発が義務つけられ、専門所管を設置し対応している。 

4.所 見 ・特区による規制緩和は、規制の免除ではなく認定期間の短縮が図られるものであることを 

認識した。また、厳しい検証と効果、常に新しい事業展開を求められるという制度であり、 

現在の中津川市の組織機構では、いたずらに特区を求めるものではないと考える。 



1.日 時：平成 28 年 8 月 2 日（火）9：00～11：30 

2.場 所：岩手県花巻市 

      人口・・98,351 人 

      面積・・908.32ｋ㎡ 

      産業・・農業/工業/物流 

3.内 容：花巻市起業化支援事業について 

3-1.目的：中小企業や起業する団体への支援につい 

      て調査。 

3-2.背景：中津川市の工業振興施策に有効な事業を 

新たに取り入れる時期に来ている。 

3-3.内容：花巻市の工業振興施策 

企業誘致と内発型振興 

企業誘致 ①工業団地整備・・13 の工業団地を整備 約９割分譲  

②レンタル工場の整備・・花巻市起業化支援センター/花巻市賃貸工場 

③インセンティブの確保・・企業立地促進奨励補助金/流通業務施設立地奨励補助金 

内発型振興 ①新規創業支援・・花巻市起業化支援センター：研究室 8/工場 13 

          ②花巻市ビジネスインキュベーター：レンタルオフィス 6 

          ③花巻市賃貸工場：工場 9 

          ④企業コーディネート支援：コーディネーターが市内企業を対象にコーディネート 

          ⑤企業競争力強化支援事業：企業競争力強化支援事業補助金 

                             産学共同研究/展示会出展/企業共同化/人材育成 

                             産業財産権戦略構築 

          ⑥産業支援アドバイザー派遣：大学等・有識者（企業ＯＢ等）・専門家等 71 名登録 

          ⑦花巻地域産業情報ＢＯＸ：花巻市地域企業情報等を掲載したインターネット 

          ⑧成長分野参入推進事業：成長分野進出補助金 

                           : 成長分野参入推進プロジェクトマネージャー派遣事業 

          ⑨６次産業化推進事業：６次産業化推進事業補助金 

          ⑩花巻市産業支援施策制度説明会：毎年 5 月に実施 

          ⑪企業訪問：工業労政係と支援センターの職員が５班に分かれて 170 社を毎年訪問 

3-4.花巻市起業化支援センター見学 

開設：平成 8 年 研究室 8/工場 13 

職員：7 名  所長（商工観光部商工労政課長が兼務）・コーディネーター4 名・主任等 2 名 

運営体制：施設は直営・事業運営は花巻市技術振興協会に委託 

   入居資格：製造または製造に関する業種（研究開発型企業・高度技術保有企業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業） 

   入居期間：最大 5 年間 

4.所見 

  施策をやりきっている。 

労政係と支援センターの方が５班に分かれ170社の企業訪問を行っている。（7～9月） 

自治体の基本は、雇用の維持と創設に限ると考える。 

  大変参考となる内容であったので、工業振興課への視察報告を行い、工業振興策の充実に寄与し

たい。 

以上 





市民クラブ 行政視察報告書 

1.日 時：平成 29 年 1 月 24 日（火）13：15～16：00 

2.場 所：島根県雲南市 

      人口：39,032 人 

      世帯数：12,527 世帯 

      面積：553.4ｋ㎡ 

      平成 16 年６町村が対等合併し誕生 

3.内 容：小規模多機能自治による住民主体の   

まちづくり（地域自主組織） 

  3-1.目的：人口減少と少子高齢化社会における自治活動の先進的な活動を調査 

  3-2.背景：①合併による広域化と行政の限界 ⇒地域と行政の距離が大きくなった（物理的および心

的両面において） 

      ②人口減少と高齢化⇒人と人との絆が加速度的に減少し「絆」の再構築が必要となった。 

  3-3.経緯 

・平成15年…コミュニティ・住民自治プロジェクト報告書の作成 

・平成16年…新市建設計画作成（平成16年11月に旧６町村が対等合併） 

・平成17～19年…地域自主組織設立 

・平成19年…雲南市総合計画策定 

・平成20年…まちづくり基本条例施行 

3-4.内容 

・様々な世代が「地縁」による繋がりをもとに連携し、補完し合うことで多様な活動を行う住民組織

「地域自主組織」が市内全域に組織されている。 

自ら地域課題の解決を目指す「課題解決型の住民自治（小規模多機能自治）」が実践されており、

地域自主組織と市が対話を積み重ねながら協働のまちづくりを進めている。 

地域自主組織は、概ね小学校区単位で組織されており、30の交流センターを拠点に、安心安全の確

保、歴史文化の活用、持続可能性の確保の３つの視点をもって活動されている。 

  ・雲南市市のまちづくり基本条例…まちづくりの原点は、主役である市民が、自らの責任により、主

体的に関わること→協働のまちづくりの推進 

・地域自主組織…概ね小学校区域で、地縁（自治会・町内会）、目的（消防団・営農組織）・属性（Ｐ

ＴＡ・女性グループ）型の組織が連携・補完し合う課題解決思考の新たな地縁組織の結成→小規模

多機能自治の体制基盤 

・１人１票制…自治会における従来の「１世帯１票制」ではなく、一人ひとりの地域活動への参画

を促進 

・市内30組織が各「交流センター」を拠点に活動を展開 

・活動拠点：生涯学習活動の拠点であった公民館を平成22年に「交流センター」へ移行し、地域づ

くり・地域福祉・生涯学習といった様々な地域活動を行う拠点として整備した 

・財源：市からの一括交付金及び交流センターの指定管理制度による指定管理料→職員は自主組織

での直接雇用制 

・自主組織単位の人口規模…200人～４,000人程度（平均約１,300人）→60～１,200世帯程度（平均

約400世帯） 

・地域の総動力で課題解決を目指す 

3-5.市の取組みと期待される効果 

・地域自主組織取組発表会の開催…年２回の発表の場を設けており、全ての自主組織が発表→相互   



に学び合える 

・地域円卓会議の開催…防災・福祉・社会教育について、それぞれの自主組織から担当者が出席し

意見交換する場を設定→自主組織同士だけでなく、自主組織と行政の関係部局が直接・横断的に協

議できる 

・雲南ゼミの実施…全国各地から関心のある方が集い、各自主組織を視察・取材→小規模多機能自

治の波及効果が期待される＆地域住民にとっては外部からの刺激がモチベーションに繋がる 

3-6．今後の展開について 

・新しい公共の創出…小規模多機能自治が進展し、行政機能の一部（例えば住民票の発行等）を住

民発意で自主組織が担うというケースが生まれる可能性がある→行政が「やってくれない」から「や

らせてくれない」へ＝「開かれた公共」へ 

・新たな法人制度による法人格の取得…以下の条件を満たす法人格の取得を目指したい 

１．自治体内分権（自治基本条例での位置づけ）を前提に、「住民による自治」（参画・協働）を担

う法人。 

２．公共的な地域活動、経済活動を分野横断的に統合型で運営できる法人。 

３．根拠法に規定された条例に基づき、市長が認定することをもって、地域代表制を獲得する法人。 

４．住民による自律性を尊重できる法人。 

  …根拠法令では基本的事項のみを規定し、詳細は条例に委任し、基礎自治体が議会の関与によ

り適合性を判断 

4.所見 

・地域の要望、必要性による組織であるため、活動が活発に行われていると感じた。 

・自治会組織だけでは解決が困難なことも、小学校区などの広域内の各組織が集まった自主組織の方が相乗

効果を発揮し、解決につながる。 

・自治会組織には置けない専任担当者がいるため、事業運営がやりやすい。 

・中津川市もこのような事業を研究し、行政コストの削減を推進するように提言していく。 

 



 

1.日 時：平成 2９年 1 月 25 日（水）９：45～11：00 

2.場 所：鳥取県米子市 

      人口：149,313 人 

      世帯数：60,037 件 

面積：132.42ｋ㎡ 

       

3.内 容：「暮らしやすさ日本一！」を活かした取組について 

3-1.目的：経済産業省が試算した「暮らしやすさ日本一」と認定された米子市が、その評価をどのよ

うに活用し、移住・定住策に取り組んでいるかを調査。 

3-2.背景：経済産業省は地方への移住・回帰の動きを後押しするため、生活コスト「見える化」 

システムを作成し平成 27 年 3 月、米子市が全国一位となった。 

このシステムでは、居住地を選ぶ際の好み(志向)・年代・家族構成の条件を設定すると、

利便性、教育・子育て、福祉・医療などの暮らしやすさに関する指標の貨幣価値が表示さ

れ、市区町村別にランキング化されている。 

  3-3.内容 

     ・暮らしやすさ日本一の評価についての分析 

       米子市では過去５年間の人口増減は社会増（平成 26 年のみ減）となっており、その要因としては、交通

機関へのアクセスが利便性が高いこと、約 132ｋ㎡とコンパクトな市域内に商業施設などの都市機能が集

積していること、国立大学医学部などを中心とした医療機関の充実などからと考えられる。 

        医療施設数 273、介護施設 319  

        人口 10 万人あたりの 医師数 527.6 人 （全国平均 225.6 人）  

看護師数 1008.4 人（全国平均 631.9 人） 

        →医療従事など、仕事を見つけやすいということが人口増につながっていると考えられる。 

     ・評価結果の移住定住推進策および地方創生総合戦略への政策的影響について 

       評価結果を米子市移住定住ガイドブックに掲載するなど、暮らしやすさの客観的なデータ評価として情

報発信し、移住定住の推進に活用している。 

     ・米子市の移住定住の基本的姿勢 

       移住定住相談窓口、相談会、セミナーなどにおいて移住検討者にきめ細やかな対応を行っている。 

       「お試し住宅」（下記に内容記載）の配置。 

       「米子がいな総合戦略」では平成 27 年度から平成 31 年度までの間に県外からの移住者数 2,500 人獲

得を目標にしている 

     ・移住定住促進事業の主要施策 

       ①移住定住相談窓口 平成20年から設置。ワンストップ体制の確立。平成26年から専任相談員を配置

（非常勤：山口県からの移住者） 平成 27 年度相談件数：292 件 

       ②お試し住宅 市内の空家三棟を借り受け、リフォームして「お試し住宅（移住体験住宅）として整備。 

        移住に向けての職探しなどにも利用されている。 60％の稼働率。 利用後の移住者 20 人（10 件） 

     ・移住定住の今後の課題 

        平成 27 年度の国勢調査では５年前より 1,042 人増加。ただし、20～39 歳の女性は減少しており、人口

減少抑制にはこの年齢層の女性への移住定住策を検討する必要性がある。 

       

4.所見 

    ・経済産業省の評価ではあるが、数値として「見える」データであるため、若年層にはアピールしやすい材料



となっていると感じた。 

    ・国立大学医学部があることで、医療機関へのアクセスがよいこと、医師や看護師が多い事はイメージアップ

に大いにつながっている。 また、働く場所として医療機関があるということで移住にもつながっている。 

・地理的に「コンパクトな市域」ではあることは、交通機関の利便性にもつながり、高齢者の暮らしやすとなっ

ている 

    ・医療機関の存在や市域のコンパクト性など、条件が整っているということもあっての住みやすさとの部分も大

きいが、中津川市でも地域内交通アクセスの充実などで利便性を上げ、「暮らしやすさ」を向上させることが

可能だと考える。 

 

 



1.日 時：平成２９年１月２６日（木） 9：00～11：00 

2.場 所：島根県大田市 

      人口・・36,421 人     面積・・435.71ｋ㎡ 

      基幹産業・・農林水産業/鉱工業/観光 

3.内 容：石見銀山の世界遺産登録への取組みについて 

 3-1.目的 

2007 年に世界遺産委員会で登録が決定される 

    までの大田市の取組みと観光を主体とした行政へ 

    の効果（影響）と施策を学び、中津川市の観光施 

    策に繋げることを目的とした。 

   3-2.あらまし 

石見銀山遺跡は、産業遺産としての構成要因である生産から流通、消費。鉱山そのものか 

ら積み出し港までの全体像を包括的に残し、鉱山により発展した鉱山町や港町などを含む集

落や町並みでの暮らしが、自然と調和して今日に継続している。こうした鉱山遺跡の全体像が

交流と技術、環境に負荷をかけない顕著な保存例として世界遺産に登録された。 

  3-3.世界遺産登録までの経緯 

   ・昭和 44 年：日本初の鉱山遺跡として国史跡指定。 

   ・平成 ８年：県、１市２町による合同調査が開始。知事が世界遺産登録への期待を表明。 

   ・平成 13 年：世界遺産暫定リスト登載。   ・平成 14 年：国史跡追加指定告示。 

   ・平成 17 年：石見銀山景観保全条例施行。史跡石見銀山遺跡保存管理計画策定。 

   ・平成 18 年：国からユネスコ世界遺産センターへ提出された推薦書が正式に受理。 

   ・平成 19 年：国際記念物遺跡会議から登録延期の勧告。⇒補足情報の作成・送付⇒世界遺産

委員会で登録が決定。 

  3-4.取組状況（現在＆今後） 

『遺跡の保存と整備』 

    ・遺跡の保全にための文化財調査と価値を高め、維持するための保存、活用を促進整備。 

   『遺跡の活用』 

    ・資産情報の積極的提供と石見銀山学を形成する必要がある。 

    ・国の重要伝統的建造物群保存地区の「大森の町並み」「温泉津の町並み」との連携による来 

訪者の確保。 

    ・豊かな自然と歴史に育まれ、魅力ある地域資源を多く有しており、これらを活かした「自然・

歴史・ひとが光り輝く 誰もが住みやすい 県央の中核都市」の実現を目指している。 

  3-5. 担当課の所見 

     ・石見銀山の保存については、「行動計画」に基づき「民間と行政の協働」に取り組むとともに 

文化庁の補助事業の活用と「石見銀山基金」を活用している。 

・登録前年には年間 80 万人の観光客が訪れ、駐車場、食事処、宿泊所、トイレ、お土産問題 

で苦労を活かし、生活基盤整備とパークアンドウォークの実施で観光との両立を図っている。 

 4.所 見 

 ・中津川市も過去において「馬籠・妻籠」で登録を試みた経緯があるが、広域並びに県との一 

体的連携と強固なる協力が必要不可欠と感じ取りました。 

・ 観光行政の基本は、観光に訪れた方々への「おもてなし」の環境整備（駐車場やトイレ）と

情報発信の必要性を強く感じました。 

 


